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○扶桑町図書館の設置及び管理に関する条例 

昭和６２年３月２４日条例第５号 
 
（趣旨） 

第１条 この条例は、図書館法（昭和２５年法律第１１８号。以下「法」という。）第１０
条及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２の規定に基づき、扶桑町図
書館（以下「図書館」という。）の設置及び管理について必要な事項を定めるものとす
る。 
（設置） 

第２条 町民の教養、調査研究、レクリエーション等に供するため、扶桑町に図書館を設置
する。 
（名称及び位置） 

第３条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。 
名称 扶桑町図書館 
位置 扶桑町大字高雄字福塚１８３番地の１ 

（職員） 
第４条 法第１３条の規定に基づき、図書館に館長その他必要な職員を置く。 
（管理） 

第５条 図書館の管理は、法及びこの条例の規定に基づき、館長がしなければならない。 
（図書館協議会） 

第６条 法第１６条の規定に基づき、図書館に図書館協議会を置く。 
２ 図書館協議会委員（以下「委員」という。）の定数は、１０人以内とする。 
３ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 
（１） 学校教育の関係者 
（２） 社会教育の関係者 
（３） 家庭教育の向上に資する活動を行う者 
（４） 学識経験のある者 
４ 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 
５ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
（入館の制限） 

第７条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒否し、又は退館を命ずる
ことができる。 

（１） 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者 
（２） 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあると認めた者 
（３） その他管理上支障があると認めた場合 
（損害賠償） 

第８条 図書館の利用者は、図書館資料及び設備等を亡失又はき損したときは、その損害を
賠償しなければならない。ただし、館長が損害を賠償させることが適当でないと認めたと
きは、この限りでない。 
（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。 
 
附 則 
この条例は、昭和６２年７月２５日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２９日条例第８号） 
１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 
２ 改正前の扶桑町図書館の設置及び管理に関する条例（以下「条例」という。）の規定に
基づき委嘱された図書館協議会委員については、改正後の条例の規定に基づき図書館協議
会委員に委嘱された者とみなす。 
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○扶桑町図書館の管理及び運営に関する規則 

昭和６２年３月２４日教育委員会規則第１号 
 
（趣旨） 

第１条 この規則は、扶桑町図書館の設置及び管理に関する条例（昭和６２年扶桑町条例第
５号）第９条の規定に基づき、扶桑町図書館（以下「図書館」という。）の管理及び運営
に関し、必要な事項を定めるものとする。 
（業務） 

第２条 図書館は、図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第３条の規定に基づき、次の各
号に掲げる業務を行う。 

（１） 図書館資料の収集、整理、保存及び利用に関する業務 
（２） 読書会、研究会、鑑賞会、資料展示会等の開催及び奨励に関する業務 
（３） 時事に関する情報及び参考資料の収集紹介並びに提供に関する業務 
（４） 他の関係機関との資料の相互貸借に関する業務 
（５） 読書資料の発行に関する業務 
（６） その他図書館活動に必要な業務 
（図書館協議会の組織） 

第３条 図書館協議会（以下「協議会」という。）に協議会の委員（以下「委員」とい
う。）の互選による委員長、副委員長各１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 
３ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 
４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその
職務を代理する。 
（会議） 

第４条 協議会の会議は、委員長が招集する。 
２ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 
３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに
よる。 
（開館時間） 

第５条 図書館の開館時間は、午前１０時から午後６時までとする。 
（休館日） 

第６条 図書館の休館日は、次のとおりとする。 
（１） 毎週火曜日 
（２） １月１日から同月３日まで、及び１２月２８日から同月３１日まで 
（３） 館内整理日 
（４） 特別整理期間 
２ 前項第３号に規定する館内整理日は、毎月第３水曜日とする。ただし、国民の祝日に関
する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日が館内整理日に当たるときは、こ
れを設けない。 

３ 第１項第４号に規定する特別整理期間は、毎年１回１５日以内において、教育長の承認
を得て館長が定める。 

４ 第１項に定めるもののほか、館長が必要と認めるときは、その都度教育長の承認を得
て、臨時に休館することができる。 
（試聴の許可） 

第７条 カセットテープ及びレコード等の試聴は、館長の許可を得て利用しなければならな
い。 
（館外利用） 

第８条 図書館資料の館外利用をしようとする者は、扶桑町図書館館外利用申込書（様式第
１）を館長に提出しなければならない。 

２ 館長は、前項の申し込みがあった場合は、所定事項を確認のうえ、適当と認めるとき
は、館外利用券（様式第２）を交付するものとする。 

３ 館長は、館外利用券を交付するときは、これを登録しなければならない。 
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４ 図書館資料の館外利用ができる者は、本町、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、岩倉
市、大口町に住所を有し、又は本町内に通勤し、若しくは通学するものとする。 
（館外利用の図書館資料数及び期間） 

第９条 館外利用券で利用できる図書資料は１０点以内とする。 
２ 利用期間は、２週間以内とする。ただし、複製絵画は４週間以内とする。 
３ 館長は、特に必要があると認めるときは、数及び期間を変更することができる。 
（館外利用の手続） 

第１０条 第８条第２項により館外利用券の交付を受けた後において館外利用をしようとす
る者は、図書館資料に館外利用券を添え館長に提出し許可を受けなければならない。 
（団体利用） 

第１１条 図書館の図書を団体利用しようとする団体は、扶桑町図書館団体利用許可申請書
（様式第３）を館長に提出しなければならない。 

２ 館長は、前項の申し込みがあった場合は、所定事項を確認のうえ、適当と認めるとき
は、扶桑町図書館団体利用許可証（様式第４）を交付するものとする。 
（団体利用の冊数及び期間） 

第１２条 １団体で１回に利用できる冊数は、その構成員１人当たり２冊以内とし、合計５
０冊を限度とする。 
（団体利用の手続） 

第１３条 団体利用を許可された団体が、図書を利用しようとするときは、扶桑町図書館団
体利用図書明細書（様式第５）を添えて館長に提出し、許可を得なければならない。 
（団体利用の責任） 

第１４条 団体の代表者は、団体利用を受けた図書に関して責任を負うものとする。 
（利用の制限） 

第１５条 次の各号に該当する図書館資料等は館外利用することができない。 
（１） 貴重図書 
（２） 参考図書 
（３） 郷土資料及び行政資料 
（４） 視聴覚室に備えた機材及び資料 
（５） その他館長が不適当と認める資料 
（利用の停止等） 

第１６条 館外利用及び団体利用の許可を受けたものが、図書館資料を定められた期限まで
に返却しないとき、館長は館外利用及び団体利用を停止又は制限することができる。 
（図書館資料の複写） 

第１７条 図書館資料の複写を申し込む者は、扶桑町図書館資料複写申込書（様式第６）を
館長に提出し、許可を得なければならない。 

２ 館長は、前項の複写が不適当と認めるときは、これを許可しないことができる。 
３ 複写に要する費用は、申込者の負担とする。 
４ 複写について、著作権法（昭和４５年法律第４８号）の規定する責任は、申込者が負う
ものとする。 
（届出） 

第１８条 館外利用券の交付を受けた者（以下「登録者」という。）がこの券を紛失したと
きは、館外利用券紛失届（様式第９）を速やかに館長に届け出なければならない。 

２ 前項に届出以前に館外利用券が本人以外によって使用され、損害が生じた場合は、その
責は登録者本人に帰属する。 
（弁償） 

第１９条 図書館資料を紛失、き損又は汚損したときは、弁償届（様式第１０）を提出し、
同一の資料を弁償しなければならない。ただし、絶版等により同一の資料が入手できない
場合は、相当代価により弁償することができる。 
（会議室等の団体使用） 

第２０条 図書館の学習室兼会議室及び和室（以下「会議室等」という。）を使用できる団
体は、図書館活動関係団体、その他館長が適当と認める団体とする。 

２ 会議室等を使用しようとする者は、扶桑町図書館会議室等使用許可申請書（様式第７）
を館長に提出し、その許可を受けなければならない。 
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３ 館長は、前項の申請があった場合は、所定事項を確認のうえ、適当と認めるときは、扶
桑町図書館会議室等使用許可書（様式第８）を交付するものとする。 
（委任） 

第２１条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が定め
る。 
附 則 
この規則は、昭和６２年７月２５日から施行する。ただし、第８条の規定に基づく図書

館資料の館外利用のための手続きは、この規則の施行前においても行うことができる。 
附 則（昭和６２年７月１４日教育委員会規則第４号） 
この規則は、昭和６２年７月２５日から施行する。 

附 則（平成４年２月１４日教育委員会規則第２号） 
この規則は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年３月２７日教育委員会規則第３号） 
この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年８月３０日教育委員会規則第３号） 
この規則は、平成８年９月１日から施行する。 

附 則（平成１０年６月５日教育委員会規則第５号） 
この規則は、平成１０年７月１日から施行する。 

附 則（平成１３年１月２９日教育委員会規則第１号） 
この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年１２月２４日教育委員会規則第４号） 
この規則は、平成１６年１月１日から施行する。 

附 則（平成１８年８月３０日教育委員会規則第３号） 
この規則は、平成１８年９月１日から施行する。 
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